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９月定例会

　 議案質疑　　 議案質疑　常任委員会からの要望指摘事項を提出常任委員会からの要望指摘事項を提出
　 要望指摘事項、討論　 要望指摘事項、討論

　 委 員 会　 委 員 会

　 一般質問（15人）　 一般質問（15人）
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委 員 長
副委員長
委 員
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委 員
委 員
委 員
委 員

　笹本　英輔
　衣川千代子
　福田　　正
　広山　清志
　田中　寿夫
　土方　隆司
　千葉　良秋
　中村　正義

市議会の傍聴に関するお願い市議会の傍聴に関するお願い
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防
止するため、議場内の傍聴席は半数の29席に
しています。また、傍聴される際は、マスクの
着用をお願いします。
　なお、本会議（一般
質問など）の動画を、
インターネットで配
信していますので、パ
ソコンやスマートフ
ォンでご覧ください。

　市内の幼稚園では、新しい生活様式に配慮した取り組みを行って
います。安全な居場所の確保のため、特に、小さな子どもたちにも分
かりやすい工夫として、床にソーシャルディスタンスを意識する足
型のシールを貼っています。園内の机や手すり、遊具などの消毒を行
い、幼稚園が安全で楽しい場となるような対策をしています。

表紙の写真 　幼稚園の感染症防止対策

降園後に園内の遊具を消毒降園後に園内の遊具を消毒

ホール前に並ぶ時も一定の間隔をホール前に並ぶ時も一定の間隔を

登園時の検温カードのチェックのようす登園時の検温カードのチェックのようす

園児との間に仕切り板を設置園児との間に仕切り板を設置

幼稚園の感染症防止対策幼稚園の感染症防止対策

市 議 会 の 活 動

11月26日（木）　開会、議案説明
11月30日（月）　議案質疑
12月１日（火）～３日（木）　常任委員会
　　 ４日（金）～８日（火）　一般質問
　　 14日（月）　委員長報告、採決、閉会
土・日曜日を除く。日程は変更になる場合があります。
問合せ議会事務局へ  ☎ 04-2953-1111 内線 3311
 FAX  04-2955-2396 

12月定例会の予定12月定例会の予定
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次号の議会だよりは２月10日発行

入間基地に対し口頭要請

ソーシャルディスタンス
を確保した傍聴席

　

・請願とは・・・紹介議員が２名以上必要で、委員
会で審査された後、本会議で採決されます。
・陳情とは・・・紹介議員は必要ありません。議会
運営委員会で取り扱いを決定したのち、陳情は、
原則として全議員に配付されます。

　市政に関することで、市議会に意見や要望を
提出する制度として、請願と陳情があります。

※署名した場合、押印は不要
です。

のこと請願と陳情
ご存じですか？

　詳しくは、狭山市議会公式ホームページをご覧くだ
さい。様式のダウンロードもできます。
　提出時期により、定例会で取り上げる時期が異なり
ます。詳しくは議会事務局へお問い合わせください。

請願書
件名

紹介議員　○○○印
紹介議員　○○○印

（表　紙）

１件名（内容を端的に表す件名）
２請願の趣旨
　　要旨（請願の内容を簡単に）
　　理由（内容と理由を詳しく）

上記のとおり請願します。
　令和○年○月○日
　請願者　住所○○○○○○○
　　　　　氏名○○○○　印
　　　　　　　　ほか　○名
 （宛先）
　狭山市議会議長　○○○○

（本　文）

請願書の様式（用紙はＡ４）

　狭山市議会と基地対策特別委員会では、横
田基地での部品などの落下事案を踏まえ、令
和２年７月に「航空機の安全飛行について」な
どの要望活動を実施しましたが、その後、航空
自衛隊入間基地に配備予定の次期電波情報収
集機から部品が落下する事故が発生したこと
を受け、８月５日に入間基地に対し、事故原因
の究明、事故の再発防止、安全飛行の徹底につ
いて、口頭要請を行いました。

※陳情の場合、紹介議員は
不要です。


